
九州厚生局の主な業務3

25

年 金
保険年金課
年金調整課
年金指導課
年金審査課
社会保険審査官

年金制度の円滑な運営
［TOPICS］わが国の公的年金制度の特徴 ・・・・・・・・・・・・・26

 ・企業年金に対する指導・監督・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

 ・市町村が実施する国民年金事務等に関する交付金の審査・・・・・・28

 ・学生納付特例事務法人の指定・監督・・・・・・・・・・・・・・・28

 ・日本年金機構が行う業務の認可・・・・・・・・・・・・・・・・・29

年金記録の訂正を求める方のために
・国が管理する年金記録の訂正請求への対応・・・・・・・・・・・・30

被保険者等(審査請求人)の権利・利益の救済
・年金・保険給付などの処分決定に関する不服申立てへの対応・・・・31

九州厚生局 業務概要



年金制度の円滑な運営

【TOPICS】わが国の公的年金制度の特徴
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国 民 年 金（基 礎 年 金）

厚 生 年 金

１階

２階

３階

専業主婦（夫）
（第３号被保険者）

公務員
（第２号被保険者）

国民年金
基金

i D e C o
確定拠出年金
（企業型）

確定給付
企業年金

退職等
年金給付

厚生年金
基金

（代行部分）

日本の公的年金制度は「国民皆年金」という特徴をもっており、①20歳以上の全ての人が共通して
加入する国民年金（基礎年金）、②会社員や公務員が加入する厚生年金による、いわゆる「2階建て」
と呼ばれる構造になっています。また、③公的年金とは別に保険料を納めて公的年金に上乗せして給付
を行う企業年金などは、いわば「3階部分」として、国民の自主的な努力によって高齢期の所得保障を
充実させる役割を果たしています。

自営業者等
（第1号被保険者）

会社員
（第２号被保険者）
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i D e C o（確定拠出年金（個人型））



年金制度の円滑な運営

企業年金に対する指導・監督
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保険年金課

公的年金に上乗せして給付を保障する制度として、企業などが年金資金を管理・運用して給付する企業年金や、

自営業者の方など国民年金第1号被保険者が任意に加入する国民年金基金などがあり、高齢期の生活をより豊かに

送るための制度として重要な役割を果たしています。

用語の説明

九州厚生局では、企業年金（確定給付企業年金・確定拠出年金(企業型)）に対する

事業運営に関する指導・監督などを行っています。

■確定給付企業年金

事業主が従業員と給付の内容をあらかじめ約束し、

高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる制度。

■確定拠出年金（企業型）

事業主または事業主と従業員が拠出した掛金を、従業員が自らの責任において運用を行い、

高齢期において従業員がその結果に基づいた給付を受けることができる制度。
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年金制度の円滑な運営

市町村が実施する国民年金事務等に関する交付金の審査
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年金調整課

市町村は住民の窓口として国民年金及び年金生活者支援給付金に関する事務を行っています。

その事務に必要な費用については、「国民年金事務費交付金」及び「年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金」

として国から市町村へ交付されています。

九州厚生局では、市町村から提出される交付金に関する申請書・報告書の審査、

市町村の担当者向けの説明会などを行っています。

九州厚生局 業務概要

学生納付特例事務法人の指定・監督 年金調整課

学生納付特例制度を利用するためには、学生は居住地域の市町村役場の国民年金窓口で手続きを行う必要があります。

より手続きをしやすくする観点から、大学などの教育施設が学生納付特例事務法人の指定を受けることで、学生はその

大学などで学生納付特例の手続きを行うことができるようになります。

九州厚生局では、学生納付特例事務法人の指定・監督などを行っています。



年金制度の円滑な運営

日本年金機構が行う業務の認可

29

年金指導課

認可等業務の流れ

九州厚生局では、日本年金機構による公権力の行使を伴う委任事務（滞納保険料の差押などの滞納処分

や事業所への立入検査など）の実施に関する認可などを行っています。

厚生労働大臣

九州厚生局長

日本年金機構
事業所
受給権者
被保険者

委任

委任

認可認可申請

滞納処分及び調査

日本年金機構が厚生労働大臣

から委任を受けた権限を行使

することを認可する権限

滞納処分及び事業所・受給権

者・被保険者等に対し調査を

行う権限
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年金記録の訂正を求める方のために

国が管理する年金記録の訂正請求への対応
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年金審査課

厚生年金保険や国民年金に加入していた期間や保険料の納付状況など年金記録が事実と異なると、将来受け取る

年金額が少なくなってしまうことがあります。

年金記録が事実と異なると思われる方は、年金記録の訂正請求をすることができます。（請求窓口は年金事務所）

九州厚生局では、訂正請求に基づき、関係する法人や行政機関などに対する調査や資料収集を行い、

訂正または不訂正の決定を行っています。なお、決定にあたっては、九州地方年金記録訂正審議会の

意見を聴くことと定められています。

訂正請求の例
・A社で働いた期間、厚生年金保険の記録がない。

・B社で働いた期間、厚生年金保険に加入した日が就職日より後になっている。

・C社で働いた期間、厚生年金保険の資格を喪失した日が退職日より前になっている。

・D社で働いた期間、標準報酬月額が相違している。

・E社から支払われた賞与のうち、○年○月○日支払い分の記録がない。

・○年○月から△年△月までの期間、国民年金保険料を納付したはずなのに

「未納」となっている。

用語の説明

九州地方年金記録訂正審議会
公平・公正な判断が行われるよう、中立的な立場で審議し、

意見を述べるために設置された、弁護士、社会保険労務士、

税理士などの有識者による会議。
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被保険者等（審査請求人）の権利・利益の救済

年金・保険給付などの処分決定に関する不服申立てへの対応
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社会保険審査官

保険者（厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会など）が行った年金・保険給付などの処分決定に

不服がある場合に、通常の裁判制度によらず、簡易迅速な手続きにより不服申立て（審査請求）ができるという

社会保険審査制度が設けられています。

審査請求の流れ

九州厚生局には厚生年金・国民年金や健康保険などの加入資格や年金・保険給付の処分決定に関する

不服申立てへの対応を担当する社会保険審査官が配置されています。
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保 険 者
① 処分

審査請求人

② 審 査 請 求

社会保険審査官
③ 決定

※③の決定に不服がある場合は

④ 再審査請求又は裁判
社会保険審査会
又は裁判所


